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は
じ
ま
り
ま
す

申申

告告

相相

談談
相
談
期
間

２
月
17
日
（
月
）
～
３
月
16
日
（
月
）

区　

分

内　
　

容

申
告
関
係
書
類

税
務
署
ま
た
は
役
場
か
ら
送
付
さ
れ
た
書
類

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

印

鑑

口
座
振
替
で
所
得
税
を
納
税
さ
れ
る
方
は
、

金
融
機
関
の
届
出
印
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

番
号
確
認
書
類

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で
き
る
書
類
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
通
知
カ
ー
ド
な
ど
。）

身
元
確
認
書
類

顔
写
真
付
き
の
書
類
（
運
転
免
許
証
な
ど
。）

源

泉

徴

収

票

給
与
や
年
金
所
得
が
あ
る
方

収

支

内

訳

書

営
業
や
農
業
、
不
動
産
な
ど
の
事
業
所
得
が

あ
る
方

各
種
控
除
証
明
書

生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
各
種
社
会
保

険
料
な
ど
。

口
座
番
号
確
認
書
類

預
金
通
帳
な
ど
。

※
詳
細
は
、
後
日
配
布
さ
れ
る
「
令
和
２
年
度
度
町
県
民
税
の
申
告

　

相
談
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

申
告
に
必
要
な
も
の

役場からのお知らせ
town office information

役場からのお知らせ
town office information

申
告
相
談
会
場

お住まいの地域 会　　　場

田　島 役場本庁 １階 多目的ホール

舘　岩 舘岩総合支所 １階 事務室

伊　南 伊南総合支所 １階 会議室

南　郷 南郷総合支所 １階 会議室

※各地域とも１会場で開催されます。

　

次
に
該
当
す
る
申
告
は
、
税

務
署
で
申
告
し
ま
し
ょ
う
。

①
配
当
所
得
の
う
ち
「
特
定
口

　
座
年
間
取
引
報
告
書
」
に
よ

　
る
申
告

②
分
離
課
税
申
告

・
譲
渡
所
得
（
不
動
産
や
株
式

　

な
ど
。）

・
配
当
所
得（
上
場
株
式
な
ど
。）

・
雑
所
得
（
先
物
取
引
の
み
。）

③
高
度
な
判
断
が
必
要
な
申
告

・
仮
想
通
貨
な
ど
。

④
住
宅
税
制
の
適
用
申
告

・
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除

・
住
宅
関
連
特
別
控
除　

な
ど
。

町
で
相
談
で
き
な
い
申
告

税
務
課　

町
税
係

　

電
話 

０
２
４
１
（
６
２
）
６
１
１
０

舘
岩
総
合
支
所　

町
民
課　

住
民
係

　

電
話 

０
２
４
１
（
７
８
）
３
３
４
５

伊
南
総
合
支
所　

町
民
課　

住
民
係

　

電
話 

０
２
４
１
（
７
６
）
７
７
１
２

南
郷
総
合
支
所　

町
民
課　

住
民
係

　

電
話 

０
２
４
１
（
７
２
）
２
２
２
４

　
「
令
和
元
年
分
の
所
得
税
」
と
「
令

和
２
年
度
の
町
県
民
税
」
の
申
告
相

談
が
は
じ
ま
り
ま
す
。

　

申
告
は
、
介
護
保
険
料
な
ど
の
算

定
、
国
民
健
康
保
険
税
の
軽
減
判
定

な
ど
の
基
礎
資
料
、
所
得
証
明
書
な

ど
の
発
行
に
、
非
常
に
重
要
な
手
続

き
で
す
。

　

町
民
の
皆
さ
ん
か
ら
納
め
て
い
た

だ
く
税
金
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ
な

が
る
貴
重
な
財
源
で
す
。
忘
れ
ず
に

申
告
し
ま
し
ょ
う
。

●
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
申
告
会
場
は
大
変
込
み
合
い
ま
す
。

※
必
要
書
類
を
整
え
た
ら
、
あ
ら
か

　
じ
め
集
計
す
る
な
ど
相
談
時
間
の

　
短
縮
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
必
要
書
類
が
整
わ
な
い
と
、
申
告

　
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

※
税
務
署
で
の
申
告
は
10
㌻
を
ご
覧

　
く
だ
さ
い
。

●
確
定
申
告
（
税
務
署
）

　
「
前
年
の
所
得
」
と
「
所
得
税
」
を

申
告
し
ま
す
。

　

納
税
額
よ
り
多
く
納
め
た
場
合
は
払

い
戻
し
（
還
付
）
さ
れ
、
少
な
い
場
合

は
追
加
で
納
め
ま
す
。

※
町
県
民
税
の
申
告
も
兼
ね
て
い
ま
す
。

●
町
県
民
税
申
告
（
町
）

　

令
和
２
年
の
課
税
、
国
民
健
康
保
険

税
の
計
算
や
所
得
証
明
書
の
発
行
に
必

要
な
申
告
で
す
。

　

収
入
が
な
い
場
合
で
も
、
申
告
が
必

要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
（
税
務
署
）
と

町
県
民
税
申
告
（
町
）
　

簡単診断！ 申告フローチャート

令和２年１月１日現在、南会津町に住んでいた
（住民登録をしていた）

令和２年１月１日現在に住んでいた市区町村
（住民登録地）へご確認ください

平成３１年１月１日から令和元年１２月３１日の間に収入があった

主に
「給与」収入

↓のいずれかに
当てはまる

国民健康保険、介護保
険、後期高齢者医療保
険に加入している

または

障害・遺族年金などの
非課税収入のみで、所
得 情 報 が 必 要 な 行 政
サービス（町営住宅・
保育料・各種手当など）
を利用する

または

税務証明書が必要だ
（所得・課税証明など）

年末調整が
済んでいる

「年金」収入のみ
※遺族・障害年金などの
　非課税年金を除く

主に
「年金」収入

確定申告が必要です（税務署）
※２月１７日から３月１６日の期間に限り、町会場でも
　確定申告が可能です。

町県民税の申告が必要です（町）

はい
いいえ

年金収入の合計が４００万円以上

申告は不要です
※追加の控除（扶養・配偶者・障がい
　者・医療費控除など。）があるときは、
　申告が必要です。

給与以外に所得がある

主に
「事業」収入

※ 営 業・ 農 業・ 不 動 産
　などの所得がある
　（ 給与・年金の収入

も含む　　　　　 ）

勤務先から町に
「給与支払報告書」

が提出されている

年金以外に所得がある

年金以外の所得が
２０万円を超えて
いる

給与以外の所得が
２０万円を超えて
いる

問
　

合
　

せ

いいえ

はい

はい

はい

はい はい

いいえ

はい

はい

はい

はい

はい いいえ

はい

はいいいえ

いいえ

いいえ いいえ

いいえ

はい

ス
タ
ー
ト


